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現物清算手数料の見直しに伴う「手数料に関する規則」の一部改正について 
 
 

I. 改正趣旨 

現物清算手数料の見直しを行うため、「手数料に関する規則」について、別紙のとおり所要の

改正を行う。 
 
 

II. 改正概要 （備  考） 

１．指定金融市場における債券（新株予約権付社債券及び交換社債券

を除く。）以外の有価証券の売買等に係る清算手数料 

（１）債務引受けの件数に応じた手数料 

・ 標準となる１件当たりの手数料を２円９５銭から２円８０銭に

減じる。 

・ １か月あたりの債務引受件数等に応じて適用する、標準となる

１件当たりの手数料に乗じる掛け目（ボリュームディスカウン

ト）を、最大０．９５（５％減額）から０．０５（９５％減額）

に拡大する。 

 

 

 

・別表 

清算手数料の算出の基

準及び清算手数料率 

第１項 

 

２．指定証券金融会社である清算参加者に適用する貸借取引、品貸取

引及び貸借取引又は品貸取引に係る本担保等の授受に係る清算手

数料 

（１）債務引受けの件数に応じた手数料 

・ １．と同様の値下げを行う。 

 

 

 

・別表 

清算手数料の算出の基

準及び清算手数料率 

第１項 
 
 

III. 施行日 

２０２１年１０月１日から施行する。 

 

以 上 
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手数料に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

別表 

清算手数料の算出の基準及び清算手数料

率 

 

１ 業務方法書第３条第２項第１号、第

７号から第１０号まで、第１２号及び

第１３号に掲げる取引並びに第２号に

掲げる有価証券オプション取引の権利

行使により成立する対象有価証券の売

買に係る清算手数料の算出の基準及び

清算手数料率は、次のとおりとする。 

清算対象取引の区分 

算

出

の

基

準 

清算手数料率 

業務方法

書第３条

第２項第

１号、第

１０号、

第１２号

及び第１

３号に掲

げる取引

並びに第

２号に掲

げる有価

証券オプ

ション取

引の権利

行使によ

債券（新

株予約権

付社債券

及び交換

社債券を

除く。）以

外の有価

証券 

（略） 

債

務

の

引

受

け

の

件

数 

ａ．次の（ａ）及び（ｂ）

に定める額の合計額。 

 

（ａ） 業務方法書第３条

第２項第１号及び第１０

号に掲げる取引並びに第

２号に掲げる有価証券オ

プション取引の権利行使

により成立する対象有価

証券の売買 

 

当社が当該月に引き受け

た債務の件数並びに当該

月に業務方法書第３条第

２項第２号に掲げる有価

別表 

清算手数料の算出の基準及び清算手数料

率 

 

１ 業務方法書第３条第２項第１号、第

７号から第１０号まで、第１２号及び

第１３号に掲げる取引並びに第２号に

掲げる有価証券オプション取引の権利

行使により成立する対象有価証券の売

買に係る清算手数料の算出の基準及び

清算手数料率は、次のとおりとする。 

清算対象取引の区分 

算

出

の

基

準 

清算手数料率 

業務方法

書第３条

第２項第

１号、第

１０号、

第１２号

及び第１

３号に掲

げる取引

並びに第

２号に掲

げる有価

証券オプ

ション取

引の権利

行使によ

債券（新

株予約権

付社債券

及び交換

社債券を

除く。）以

外の有価

証券 

（略） 

債

務

の

引

受

け

の

件

数 

ａ．次の（ａ）及び（ｂ）

に定める額の合計額。 

 

（ａ） 業務方法書第３条

第２項第１号及び第１０

号に掲げる取引並びに第

２号に掲げる有価証券オ

プション取引の権利行使

により成立する対象有価

証券の売買 

 

当社が当該月に引き受け

た債務の件数並びに当該

月に業務方法書第３条第

２項第２号に掲げる有価

別紙 
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り成立す

る対象有

価証券の

売買 

証券オプション取引の権

利行使及び権利行使の割

当てにより成立した対象

有価証券の売買の件数

（以下この項において

「当該月の債務引受件数

等」という。）に２円８０

銭を乗じた額。 

 

（ｂ） 現物清算参加者が

行う業務方法書第３条第

２項第１２号及び第１３

号に掲げる取引 

 

当社が月間に業務方法書

第４６条第１項第４号及

び第５号に基づいて引き

受けた、次のイからニま

でに掲げる債務の件数の

合計件数（以下この項に

おいて「月間ＥＴＦ債務

引受件数」という。）に２

円８０銭を乗じた額。 

イ．～ニ． （略） 

 

ｂ．前ａの規定にかかわ

らず、すべての清算参

加者の当該月の債務引

受額等に月間ＥＴＦ債

務引受額を合算した額

が４０兆円を超える場

合は、次のイからヌま

でに定める額の合計額

とする。 

イ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

り成立す

る対象有

価証券の

売買 

証券オプション取引の権

利行使及び権利行使の割

当てにより成立した対象

有価証券の売買の件数

（以下この項において

「当該月の債務引受件数

等」という。）に２円９５

銭を乗じた額。 

 

（ｂ） 現物清算参加者が

行う業務方法書第３条第

２項第１２号及び第１３

号に掲げる取引 

 

当社が月間に業務方法書

第４６条第１項第４号及

び第５号に基づいて引き

受けた、次のイからニま

でに掲げる債務の件数の

合計件数（以下この項に

おいて「月間ＥＴＦ債務

引受件数」という。）に２

円９５銭を乗じた額。 

イ．～ニ． （略） 

 

ｂ．前ａの規定にかかわ

らず、すべての清算参

加者の当該月の債務引

受額等に月間ＥＴＦ債

務引受額を合算した額

が４０兆円を超える場

合は、次のイからハま

でに定める額の合計額

とする。 

イ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債
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務引受件数の合算値の

うち５０万件以下の件

数につき２円８０銭を

乗じた額 

ロ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち５０万件を超え２

００万件以下の件数に

つき２円８０銭を乗じ

た額に０．９５を乗じ

た額 

ハ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち２００万件を超え

４００万件以下の件数

につき件数につき２円

８０銭を乗じた額に

０．９を乗じた額 

ニ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち４００万件を超え

６００万件以下の件数

につき２円８０銭を乗

じた額に０．８を乗じ

た額 

ホ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち６００万件を超え

９００万件以下の件数

につき２円８０銭を乗

じた額に０．７を乗じ

た額 

務引受件数の合算値の

うち５０万件以下の件

数につき２円９５銭を

乗じた額 

ロ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち５０万件を超え１

５０万件以下の件数に

つき２円９５銭を乗じ

た額に０．９７を乗じ

た額 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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ヘ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち９００万件を超え

１２００万件以下の件

数につき２円８０銭を

乗じた額に０．６を乗

じた額 

ト 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち１２００万件を超

え３２００万件以下の

件数につき２円８０銭

を乗じた額に０．５を

乗じた額 

チ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち３２００万件を超

え５２００万件以下の

件数につき２円８０銭

を乗じた額に０．３５

を乗じた額 

リ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち５２００万件を超

え７２００万件以下の

件数につき２円８０銭

を乗じた額に０．２を

乗じた額 

ヌ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち７２００万件を超

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 当該月の債務引受件

数等及び月間ＥＴＦ債

務引受件数の合算値の

うち１５０万件を超え
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える件数につき２円８

０銭を乗じた額に０．

０５を乗じた額 

（略） 

業務方法書第３条第２

項第７号から第９号ま

でに掲げる取引（指定

証券金融会社である清

算参加者に限り適用す

る。） 

（略） 

債

務

の

引

受

け

の

件

数 

当社が当該月に引き受け

た債務の件数に２円８０

銭を乗じた額。ただし、当

該月の債務引受額等をす

べての清算参加者につい

て合算した額が４０兆円

を超える場合は、次のイ

からヌまでに定める額の

合計額とする。 

イ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち５０

万件以下の件数につき

２円８０銭を乗じた額 

ロ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち５０

万件を超え２００万件

以下の件数につき２円

８０銭を乗じた額に

０．９５を乗じた額 

ハ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち２０

０万件を超え４００万

件以下の件数につき２

円８０銭を乗じた額に

０．９を乗じた額 

ニ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち４０

０万件を超え６００万

件以下の件数につき２

る件数につき２円９５

銭を乗じた額に０．９

５を乗じた額 

（略） 

業務方法書第３条第２

項第７号から第９号ま

でに掲げる取引（指定

証券金融会社である清

算参加者に限り適用す

る。） 

（略） 

債

務

の

引

受

け

の

件

数 

当社が当該月に引き受け

た債務の件数に２円９５

銭を乗じた額。ただし、当

該月の債務引受額等をす

べての清算参加者につい

て合算した額が４０兆円

を超える場合は、次のイ

からハまでに定める額の

合計額とする。 

イ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち５０

万件以下の件数につき

２円９５銭を乗じた額 

ロ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち５０

万件を超え１５０万件

以下の件数につき２円

９５銭を乗じた額に

０．９７を乗じた額 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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円８０銭を乗じた額に

０．８を乗じた額 

ホ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち６０

０万件を超え９００万

件以下の件数につき２

円８０銭を乗じた額に

０．７を乗じた額 

ヘ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち９０

０万件を超え１２００

万件以下の件数につき

２円８０銭を乗じた額

に０．６を乗じた額 

ト 当該月に引き受けた

債務の件数のうち１２

００万件を超え３２０

０万件以下の件数につ

き２円８０銭を乗じた

額に０．５を乗じた額 

チ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち３２

００万件を超え５２０

０万件以下の件数につ

き２円８０銭を乗じた

額に０．３５を乗じた

額 

リ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち５２

００万件を超え７２０

０万件以下の件数につ

き２円８０銭を乗じた

額に０．２を乗じた額 

ヌ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち７２

００万件を超える件数

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

ハ 当該月に引き受けた

債務の件数のうち１５

０万件を超える件数に
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につき２円８０銭を乗

じた額に０．０５を乗

じた額 

(注) （略） 

２ （略） 

つき２円９５銭を乗じ

た額に０．９５を乗じ

た額 

(注) （略） 

２ （略） 

  

  

付 則  

この改正規定は、令和３年１０月１日

から施行する。 

 

  

 


